
（関連分野）環境・低炭素 

（事業の名称）自然公園クリーンアップ事業 

（関係省庁名）環境省 

事業の概要 

（事業の背景） 

 近年、海岸漂着ゴミが増加するとともに、山岳地や湖沼等において廃棄物の投棄が発生

している。また、登山ブームなどにより、利用者が集中する登山道の荒廃が目立ってきて

いるが、これらの維持管理は十分ではない。 

 国定公園や都道府県立自然公園は、都道府県を代表するすぐれた自然の風景地で、地域

の生物多様性保全の観点からも重要な地域であるとともに、自然とのふれあいや環境学習

の場としても活用され、地域の観光資源の中核をなしている。これらの地域で、地域住民

等を雇用して自然環境保全活動を行うことは、雇用促進だけでなく、地域の自然環境の保

全や地域活性化に寄与する。 

（事業内容） 

 地域の自然や社会状況を熟知した地元住民等を雇用し、地域の実情に対応した迅速でき

め細かな自然環境保全活動を推進。  

（１）事業対象地  

  国定公園、都道府県立自然公園、長距離自然歩道及びこれらと保全上密接な関係にあ

る周辺区域  

（２）事業内容  

  ① 山岳地における登山道や行楽地等利用拠点のきめ細かな維持管理（人力による路

面補修、倒木処理、道標の補修・塗装等）の充実  

  ② 投棄物・漂着物・堆積物の回収による自然の風景の維持改善   

（実施方法） 

 都道府県の交付金を財源として、都道府県が地域の民間団体、民間企業等に請負契約を

行う。 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など）なし 

（期待される効果） 

定性的効果： 

○国定公園、都道府県立自然公園、長距離自然歩道の管理のグレードアップを図る。 

○観光立国・良好な景観形成の実現に貢献。 

○環境分野での新たな雇用の確保や地域の活性化に寄与。 

（先行事例） 

 国立公園等においては、国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（グリーンワーカー

事業）により国（環境省）が直接実施している。 

（期間後の取扱い） 

（関係省庁担当者連絡先） 

環境省自然環境局国立公園課  

  電話番号：03-5521-8279 / ファックス：03-3595-1716 

 


